
平
成
二
十
年
六
月
五
日
提
出

質
問
第
四
七
九
号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
実
態
調
査
、
問
題
点
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
実
態
調
査
、
問
題
点
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

先
に
提
出
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
問
題
点
の
点
検
並
び
に
実
態
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁

書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
〇
号
）
に
よ
れ
ば
、
「
お
尋
ね
の
実
態
調
査
は
、
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
に
係
る
各
市
町

村
の
傾
向
並
び
に
被
保
険
者
に
被
保
険
者
証
が
届
い
て
い
な
い
事
案
や
、
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る

徴
収
に
係
る
事
務
手
続
に
誤
り
が
あ
っ
た
事
案
が
生
じ
た
こ
と
等
の
運
用
面
の
問
題
に
係
る
要
因
及
び
そ
の
対
応
状
況
等
に

つ
い
て
調
査
を
行
う
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
が
被
保
険
者
本
人
に
届
い
て
い
な
い
事
例
数
と
対
処
状
況
。
そ
の
要
因
。

�

本
年
四
月
か
ら
、
全
国
で
年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
さ
れ
た
被
保
険
者
数
と
そ
の
保
険
料
総
額
。

�

本
来
徴
収
す
べ
き
保
険
料
よ
り
も
、
過
大
な
保
険
料
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
て
し
ま
っ
た
件
数
と
過
大
徴
収
さ
れ
た
保

険
料
総
額
。
そ
の
要
因
。

�

本
来
の
保
険
料
よ
り
も
、
過
少
な
保
険
料
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
て
し
ま
っ
た
件
数
と
不
足
し
た
保
険
料
総
額
。
そ
の

要
因
。

�

本
年
四
月
か
ら
の
年
金
天
引
き
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
自
治
体
数
と
全
体
に
占
め
る
割
合
。
そ
の
要
因
。

一



�

保
険
料
の
負
担
軽
減
措
置
と
し
て
、
公
費
を
投
入
し
て
い
る
広
域
連
合
と
そ
の
投
入
額
。

二

厚
生
労
働
省
は
六
月
四
日
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う
保
険
料
額
の
変
化
に
関
す
る
調
査
」
（
以
下
「
本

調
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
速
報
を
公
表
し
た
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

�

本
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
世
帯
に
限
っ
て
言
え
ば
、
約
七
割
の
世
帯
に
つ

い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
に
よ
り
保
険
料
が
減
額
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
調
査
対
象
を
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
者
全
世
帯
と
し
て
試
算
し
た
場
合
、
減
額
し
た
世
帯
は
何
割
あ
り
、
そ
の
平
均
減
少
額
は
い
く
ら
に
な
る
の

か
。
ま
た
、
同
じ
く
増
額
し
た
世
帯
は
何
割
あ
り
、
そ
の
平
均
増
加
額
は
い
く
ら
に
な
る
の
か
。

�

こ
れ
ま
で
厚
生
労
働
省
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
に
よ
り
、
低
所
得
の
後
期
高
齢
者
の
負
担
は
軽
減
さ

れ
、
高
所
得
者
は
負
担
が
増
え
る
と
説
明
し
て
き
た
が
、
今
回
の
調
査
で
は
、
年
金
収
入
一
七
七
万
円
未
満
の
低
所
得
世

帯
ほ
ど
保
険
料
負
担
が
増
え
た
割
合
が
高
く
、
年
金
収
入
二
九
二
万
円
以
上
の
高
所
得
世
帯
の
約
八
割
は
負
担
が
減
る
等

そ
の
逆
の
結
果
が
出
て
い
る
。
そ
の
整
合
性
あ
る
説
明
を
国
民
に
ど
う
行
っ
て
い
く
の
か
。

三

報
道
に
よ
れ
ば
、
五
月
三
〇
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
�
添
厚
生
労
働
大
臣
は
「
本
当
に
困
っ
て
い
る
方
々
に
、
ど
う

い
う
手
当
て
を
す
る
か
が
改
善
策
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

二



�

二
の
�
の
低
所
得
者
ほ
ど
保
険
料
負
担
増
の
割
合
が
高
い
と
い
う
不
当
な
現
状
を
具
体
的
に
ど
う
是
正
し
て
い
く
の

か
。

�

こ
れ
ま
で
資
力
不
足
や
病
気
等
の
理
由
に
よ
り
子
ど
も
等
の
扶
養
に
入
っ
て
い
た
後
期
高
齢
者
が
、
新
た
に
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
負
担
を
如
何
に
軽
減
し
て
い
く
の
か
。
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
問
う
。

四

政
府
は
こ
れ
ま
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
は
「
お
年
寄
り
に
も
応
分
の
負
担
を
お
願
い
し
て
、
若
者
の
負
担
が

加
重
に
な
ら
な
い
よ
う
す
る
た
め
」
と
制
度
改
正
の
趣
旨
を
説
明
し
て
き
た
が
、
先
に
提
出
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
支
援
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
一
号
）
で
は
、
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
が
加
入
す
る
健
康
保
険
組
合
の
負
担
増
が
新
制
度
導
入
に
よ
り
約
九
四
〇
億
円
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
一
方
、
自
営
業
、
無

職
等
が
加
入
す
る
国
民
健
康
保
険
の
負
担
は
約
五
三
七
八
億
円
軽
減
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
政
府
が
今
国
会
に
提
出

し
て
い
る
健
康
保
険
特
例
措
置
法
案
で
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
を
健
保
組
合
に
肩
代
わ
り
（
七
五
〇
億
円
）

さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入
は
、
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
負
担
増
で
後
期
高
齢
者
の
医
療

費
や
国
民
健
康
保
険
の
赤
字
等
を
賄
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三



右
質
問
す
る
。

四


